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目的 

支援１・事業対象者係る現行相当サービス利用に関する検討会（以下「検討会」という。）では、

要支援１・事業対象者が現行相当サービス※１を利用する際に、介護予防や心身の状態維持の観点から

利用が適切であるかを介護・医療専門職※２により検討をし、適正な介護予防サービス利用につなげる

ために開催するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 袋井市では令和６年４月１日より、「袋井市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（令和

６年３月 29 日告示第 75 号）」の改定により、原則現行相当サービスの利用は、身体介護を必要

とする要支援２の者とし、要支援１・事業対象者が現行相当サービスを利用する際には「支援

１・事業対象者係る現行相当サービス利用の協議書（以下「協議書」という。）」の提出及びア

セスメントが必要とした。 

 

※２ 主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、理学療法士 

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン（令和６年８月５日改正／厚生労働省老健局長） 

〇訪問型サービス 

従前相当サービスを利用する場合については、一定期間後のモニタリングに基づき、可能な限り住民

主体の活動を含む多様なサービス・活動に移行していくことを検討することが重要である。 

〇通所型サービス 

通所介護事業者の従事者による従前相当サービスについては、主に多様なサービス・活動の利用が難し

いケース・不適切なケースや、専門職の指導を受けながら生活機能の向上のためのトレーニングを行う

ことで生活機能の改善・維持が見込まれるケース等、通所介護事業者の従事者による専門的なサービス

が必要と認められる場合に利用することが想定される。この場合、一定期間後のモニタリングに基づ

き、可能な限り住民主体の活動を含む多様なサービス・活動に移行していくことを検討することが重要

である 
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参考 袋井市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇袋井市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（令和６年３月 29日告示第 75号）一部抜粋 

第１条～第４条 略 

第５条 訪問介護相当サービスの利用対象者は、要支援２の認定を受けた者（法第 13 条第１項に規定する住所地特例対象

施設のうち市内に所在する施設に入所又は入居をする同項に規定する住所地特例対象被保険者を含む。以下同じ。）であ

って、身体介護を含む当該介護予防訪問介護サービスの利用がなければ日常生活に明らかな支障を来すものとする。ただ

し、要支援１の認定を受けた者又は事業対象者であって、心身の状態等から同事業の利用の必要性が認められる場合は、

対象とすることができる。 

２ 訪問型サービスＡの利用対象者は、居宅要支援被保険者等であって、生活支援が必要なものとする。 

３ 通所介護相当サービスの利用対象者は、要支援２の認定を受けたものであって、身体介護を含む当該介護予防通所介

護サービスの利用により生活機能の向上、維持及び改善が見込まれるものとする。ただし、要支援１の認定を受けた者又

は事業対象者であって、心身の状態等から同事業の利用の必要性が認められる場合は、対象とすることができる。 

４ 通所型サービスＡの利用対象者は、居宅要支援被保険者等であって、介護予防のため、運動又は交流の場が必要なも

のとする。 

５ 訪問型サービスＣ及び通所型サービスＣの利用対象者は、居宅要支援者等であって、サービス終了後は自立した生活

を送ることが見込まれるものとする。 

６ 訪問型サービスＢ及び通所型サービスＢの利用対象者は、居宅要支援者等であって、生活支援若しくは介護予防のた

め運動又は交流の場が必要なものとする。 

７ 一般介護予防事業の利用対象者は、65歳以上の者とする。 

８ 介護予防ケアマネジメント事業の利用対象者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。 

(１) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等（法第 58条第１項の規定による介護予防サービス計画費の支給を受ける

者を除く。）であること。 

(２) 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする者であって、介護保険給付に係るサービスを利用しないもの

であること。 

９ 第２項、第４項及び第６項の規定にかかわらず、要介護被保険者のうち、要介護認定によるサービスを受ける前から

介護予防・生活支援サービスを継続して利用している場合は、当該サービスの利用対象者として、利用を継続できるもの

とする。 

以下略 
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構成員 

検討会の構成員は次のとおりとする。 

⚫ 主任介護支援専門員      １人（地域包括支援センター職員） 

⚫ 生活支援コーディネーター   １人（地域包括支援センター職員） 

⚫ 社会福祉士又は保健師等    ２人（市職員） 

⚫ 地域リハビリテーション推進員 １人（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士） 

 

 

組織 

・ 委員は会ごとの交代制とし、検討が必要なケースの担当圏域外の職員が担当する。また再任され

ることができる。 

・ 議長はケアマネジメントの専門職であり、多様な視点で検討することのできる地域包括支援セン

ターの主任介護支援専門員を選出する。副議長は市職員を選出する。 

・ 議長は検討会を統括する。議長が欠席の場合は、副議長が検討会を統括する。 

・ 委員が欠席の場合は、書面にて意見を提出する。 

・ 検討会の庶務は総合健康センター 健康長寿課において処理する。 

 

 

 

 

 

 

役割 

検討会の役割 

検討会では、居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）から提出された協議書をもとに、医療・介護

専門職がそれぞれの視点で対象者の現行相当サービス利用妥当性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

① 要支援１・事業対象者と判定された方は、身体の状況の維持・改善が見込まれる方であるた

め、介護サービスが過剰にならず、自立した生活を支援していくことが必要である。 

② 現行相当サービス利用はあくまで一時的なものであり、本人の状態に応じて可能な限り住民主

体サービス等への移行を見据えた考え方をする。 

ポイント 

委員が変わっても、検討会に参加する全員が同じ認識をもって臨むことが重要である。 
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医療・介護専門職の役割 

議長及び構成員は、利用者の居住地区外を担当する地域包括支援センター職員が担当する。 

また、必要に応じ外部講師がアドバイザーとして参加することができる。 

職種 役割 備考 

主任介護支援専門員 

（主任ケアマネジャー） 

【議長】 

本検討会が必要である場合に構成員を招集

し、検討会を開催し、指揮する。 

利用者が適切なケアマネジメントを実施され

ているかを検討する。 

地域包括支援 

センター職員 

生活支援コーディネーター 

【構成員】 

利用者に対し適切な地域資源が活用されてい

るかを確認し、不足する地域資源を発見する。 

地域包括支援 

センター職員 

社会福祉士、保健師等 【構成員】 

専門職の立場に立って、利用者のサービスが

適切であるかを検討する。 

市職員 

理学療法士、作業療法士、 

言語聴覚士 等 

地域リハビリテー

ション推進員 

市健康長寿課 事務局     

 

検討会の機能と協議書提出の流れ 

 検討会では、協議書が提出された利用者について、現行相当サービス利用の妥当性について検討し

ます。検討会で妥当であると判断された場合に、地域リハビリ推進員又は主治医による意見書を提出

した後、現行相当サービスの利用が可能となる。 

 ただし、がん末期・進行性難病等で現行相当サービスの利用が急務である場合には、検討会を開催

せず、現行相当サービスの利用を可能とする。 

 

協議書提出及び最終決定の流れ 

１．協議書の提出 

  当該利用者の担当居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）は、現行相当サービスを利用する２か

月前までに、協議書及び必要書類※１を市健康長寿課へ提出。 

 

 

 

 

 

※１ 必要書類 協議書（現行相当サービス利用の必要理由が分かるように明記）、      

基本チェックリスト、アセスメントシート、サービス担当者会議録、サービス利

用計画書（ケアプラン） 
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２．検討会の開催 

  協議書の提出をもって、検討会のメンバーを招集し、検討会を開催する。 

３．現行相当サービス必要性判断依頼 

  検討会で地域リハビリテーション推進員や主治医の意見書が必要となった場合、地域リハビリテ

ーション推進員又は主治医に、利用者の担当居宅介護支援専門員が意見書の記入を依頼する。 

原因疾患 等 意見書依頼 

骨・関節疾患・廃用性症候群 等 地域リハビリテーション推進員 

進行性疾患、認知症、精神疾患 等 主治医 

 

４．意見書の提出 

  利用者の居宅介護支援専門員は、意見書を市健康長寿課へ提出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※がん末期・進行性難病等で現行相当サービスの利用が急務である場合には、検討会を開催せず、現行相当サービスの

利用を可能とする。 

協議書の利用について、介護予防サービス利用の目安（ｐ６）を参考に判断

する 

1 

書類の提出（サービス利用２か月前を目安とする） 

※１ 

2 

必要書類 

協議書、アセスメントシート、基本チェックリスト、サービス利用計画書、 

サービス担当者会議録 

検討会の開催（ｐ２～４）による、現行相当サービス必要性の判断 3 

却下 
主治医相談用紙または 

地域リハビリテーション推進員意見書作成依頼 

骨・関節疾患・廃用症候群

等 

地域リハ推進員 

進行性疾患、認知症、精神疾患

等 

主治医等 

意見書を市に提出し、最終決定。 
4 

緩和型サービスや 

インフォーマルサービス 

等の活用 

SC※のフォロー 

※生活支援コーディネーター 

ポイント 

現行相当サービスは永続的に利用するものではないことに留意し、定期的な

アセスメントにより、本人の状態やニーズに沿いながら、インフォーマルサ

ービスへの移行をしていくことが重要である。 

承認 
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個人情報の取り扱いについて 

個人情報の取り扱いには充分に注意し、会議参加者から会議で知り得た情報が外部に漏れることが

ないように徹底する。 

参加者には個人情報について説明し、会議で用いた基本情報などは回収する。 

 

※介護保険事業所については利用契約において個人情報使用同意書を取り交わしているため、会議録などを

提供し共有する。地域包括支援センターについても介護保険法で守秘義務が課されているため、会議録を

提供する。 

 

介護予防サービス利用の目安 

 協議書を提出する目安は下表中「現行相当」に当てはまる方である。 

通所サービス 

 現行相当 通所 A 通所 B 通所C 

日常生活自立度 Ｊ1～A2 

自立～Ⅱ 

Ｊ1～A1 

自立～Ⅰ 

Ｊ1～Ｊ2 

自立～Ⅰ 

Ｊ1～A2 

自立～Ⅱ 

疾病の安定度 病態が不安定 安定 安定 安定 

運動・活動制限 なし orあり なし なし なし 

改善・維持・悪化 改善・維持・悪化 維持 維持 改善 

疾患例 急性期疾患 

進行癌 

進行性難病 

認知症 

精神疾患等 

骨・関節疾患 

生活習慣病 

廃用症候群等 

骨・関節疾患 

生活習慣病 

廃用症候群等 

骨・関節疾患 

生活習慣病 

軽度認知症 

廃用症候群 

脳血管疾患等 

 

訪問サービス 

 現行相当 A B C 

日常生活自立度 自立～A2 

自立～Ⅱ 

自立～A1 

自立～Ⅰ 

自立～Ｊ2 

自立～Ⅰ 

自立～A2 

自立～Ⅱ 

状態像等 専門職対応が 

常時必要 

基準緩和や 

住民主体で 

対応可能 

基準緩和や 

住民主体で 

対応可能 

通所型と同様 
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検討会の流れ  

 提出書類は検討会１週間前までに構成員に配布し、１事例の検討の目安時間は 15 分とする。 

グランドルール 

約束ごと 

① 守秘義務を守る 

② 愚痴や文句ばかり言わない 

③ 事例内容に対しての質問はしない 

④ 尊重しあう 

 

１．ケースプレゼンテーション（議長：主任介護支援専門員） 

提出書類を参考に、協議書の提出に至った個人因子、環境因子、課題等について事務局が簡潔に

プレゼンテーションをする。 

２．アセスメント・情報共有・検討 

それぞれの立場や専門的知識・視点にたって、「承認・不承認」の判断を述べ、簡潔に理由を説

明する。必要に応じ、専門職の立場による助言をする。 

地域のほかの高齢者にも共通する課題や不足する社会資源について確認する。（通いの場がな

い、移動手段がないなど） 

３．まとめ 

検討結果を受け、今後の支援や対応について確認し、それぞれの参加者が現行相当サービス利用

の妥当性について判断する。（多数決） 

検討会のシナリオ※シナリオは一例です。 

 内 容 目安 発言者 実施事項 

１ ○ 自己紹介 

○ 会議目的の説明 

○ 注意事項 

１分 議長 ○ 参加者は所属・職種・氏名など自己紹介を

する。 

○ 会議目的の確認・共有の確認を行う。 

○ 個人情報の取り扱い、守秘義務などについ

て確認する。 

２ 

３ 

○ 案件確認 

 

２分 市職員 

（事務

局） 

○ 市職員は「年齢・性別・介護度・利用した

いサービスの種別」を簡潔に説明する。 
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○ 質問 

○ 検討意見 

 

10分 構成員 ○ 構成員は、不明点等について質問をする。 

○ 質問後に、全構成員が自身の結論（現行相

当サービスが必要か不必要か）とその理由

を簡潔に述べる。 

○ その後、各職種同士で質問や意見交換後に

再度結論確認。 

４ 

 

○ まとめ 

 

 

 

○ 閉会 

2分 

 

議長 

 

○ 検討結果をうけ、今後の支援や対応につい

て確認し、それぞれの構成員が現行相当サ

ービス利用の妥当性について多数決にて判

断する。 

※妥当性がないと判断された場合は、それに至

った理由を明確にする。さらにそれぞれの

専門的知識、視点にたって助言も行う。 

 

会議終了後 

配布資料は事務局に返却し、会議の中で話された個人情報は他の場所で話さないこと。 

 

参考様式  

1. 事業対象者係る現行相当サービス利用の協議書 

2. 利用者基本情報（介護予防ケアマネジメントマニュアルより抜粋） 

3. 簡易アセスメント用紙（介護予防ケアマネジメントマニュアルより抜粋） 

4. 介護予防サービス・支援サービス計画表（介護予防ケアマネジメントマニュアルより抜粋） 

5. 主治医意見書 
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参考資料  

・ 介護予防ケアマネジメントマニュアル（令和６年、袋井市健康長寿課） 

・ 介護予防ケアマネジメントを効果的に推進するための手引き（令和６年３月、三菱 UFJ リサーチ

＆コンサルティング 

・ 地域でつくる! 介護予防ケアマネジメントと通所型サービス C（平成 29 年、田中明美） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袋井市健康長寿課 

 

 

支援１・事業対象者係る 

現行相当サービス利用に関する検討会マニュアル 

 

初稿 令和７年２月 


